
 

 

労働協約とは、労働組合と使用者(会社)との間で組合員の賃金、労働時間、休日・休暇等の労

働条件並びに労働組合と使用者(会社)との関係に関する事項について団体交渉を行い、その結果

を労使間で合意に達した事項に対して書面にし、労使双方が署名又は記名押印したものをいいま

す。そしてこの労働協約は就業規則よりも上位の(優先される)ものとして取り扱われます。 

 

労 使 間 の 取 扱 い に 関 す る 協 約 

第１章  総   則 

(目的) 

第１条 東日本旅客鉄道株式会社(以下「会社」という。)と東日本旅客鉄道労働組合(以下「組合」という。)は、信義誠実

の原則に従って健全な労使関係を確立し、もって社業の発展及びこれを基礎とした労働条件の維持向上を図ることを目的

とし、この協約を締結する。 

 

 

 

 

 


